
　

D
V
に
は
、
殴
る
、
け
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力
、
大
声
で

ど
な
る
、
無
視
す
る
な
ど
の
精
神
的
暴
力
、
性
行
為
を
強
要

す
る
、
避
妊
に
協
力
し
な
い
な
ど
の
性
的
暴
力
、
生
活
費
を

渡
さ
な
い
、
働
か
せ
な
い
な
ど
の
経
済
的
暴
力
、
友
人
に
会

わ
せ
な
い
な
ど
の
社
会
的
暴
力
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

D
V
の
背
景
に
は
、
夫
が
妻
に
暴
力
を
振
る
う
の
は
仕
方

が
な
い
と
い
う
社
会
通
念
や
男
性
優
位
の
意
識
、
男
女
の
経

済
格
差
な
ど
、
社
会
構
造
的
な
問
題
が
大
き
く
関
係
し
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

富
士
市
D
V
対
策
基
本
計
画

　

こ
の
計
画
は
、
Ｄ
Ｖ
の
防
止

や
被
害
者
に
対
す
る
支
援
の
た

め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
も
の
で
す
。
ま

た
、「
第
3
次
富
士
市
男
女
共

同
参
画
プ
ラ
ン
」
の
重
点
目
標

の
一
つ
で
あ
る
「
人
権
の
尊
重

と
女
性
に
対
す
る
暴
力
な
ど
の
根
絶
」
の
達
成
を
目
指
す
た
め
の

計
画
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
相
談
体
制
と
機
能
の
充
実
を

図
る
た
め
、「
富
士
市
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
設

置
し
、
Ｄ
Ｖ
相
談
専
用
電
話
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

計
画
の
概
要

計
画
の
期
間

　

平
成
24
年
度
〜
28
年
度
の
５
年
間

計
画
の
基
本
理
念

　

Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち　

ふ
じ

計
画
の
基
本
目
標

 
1  
Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い
、
見
逃
さ
な
い
環
境
づ
く
り
の
推
進

 
2  
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く

　

り

 
3  
Ｄ
Ｖ
被
害
者
と
そ
の
子
ど
も
の
安
全
を
守
る
保
護
環
境
の
整

　

備

 
4  
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
き
め
細
か
な
支
援
の
実
施

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

問
い
合
わ
せ
　
福
祉
総
務
課　

　
　

　
　

 　

  
1（
55
）2
7
5
8

　
　
　

    　

  
5（
52
）2
2
9
0

　

D
V
被
害
者
の
多
く
が
だ
れ
に
も
相
談
せ

ず
、
一
人
で
悩
み
を
抱
え
込
ん
で
い
ま
す
。

　

女
性
相
談
員
が
、
あ
な
た
の
話
を
聞
き
、
と

も
に
考
え
、問
題
解
決
に
向
け
て
支
援
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
日
／
月
〜
金
曜
日

　
　
　
　

※
祝
休
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

相
談
方
法
／
電
話
に
よ
る
相
談

　
　
　
　
　

面
接
相
談
（
要
予
約
）

■
富
士
市
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

（
D
V
相
談
専
用
電
話
）

　

時
間
／
9
時
〜
17
時
15
分

　

1（
51
）1
1
2
8

■
女
性
の
た
め
の
相
談
室

　

時
間
／
9
時
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時

　

場
所
／
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
内

　
　
　

（
フ
ィ
ラ
ン
セ
西
館
3
階
）

　

1（
64
）8
9
9
7　
　
　
　
　
　
　

※
「
富
士
市
D
V
対
策
基
本
計
画
」
の
冊
子
は
、
各
地
区
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
、
市
立
図
書
館
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

相
談
無
料
。

秘
密
厳
守

一
人
で
悩
ま
な
い
で
！

あ
な
た
の
悩
み
を
相
談
し
て
く
だ
さ
い

2広報ふじ 2012年 8月20日号

あ
な
た
を
そ
の
暴
力
か
ら
守
り
た
い

富
士
市
D
V
対
策

　
　
　
基
本
計
画

　

Ｄ
Ｖ
と
は
「
配
偶
者
や
内
縁
の
夫
・
妻
、
恋
人
な
ど
親

密
な
関
係
に
あ
る
、
ま
た
は
あ
っ
た
人
か
ら
振
る
わ
れ
る

暴
力
」
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

市
は
、
国
が
定
め
た
「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
に
基
づ
き
、「
富

士
市
Ｄ
Ｖ
対
策
基
本
計
画
（
富
士
市
配
偶
者
等
か
ら
の
暴

力
防
止
及
び
被
害
者
支
援
に
関
す
る
基
本
計
画
）」
を
策

定
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

女性に対する暴力根絶
のシンボルマーク




